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                          平成25年1月15日 

復 興 庁 

平成24年度東日本大震災復興特別会計補正予算について 

 

 

１．補正予算の基本的考え方 

 

（１） 平成24年度補正予算、平成25年度予算編成に万全を期し、両予算一体と

して被災地の復興のスピードアップ・加速化を図る。 

 

（２） 平成24年12月27日の臨時閣議における平成24年度補正予算の編成方針に

おいて、重点三分野の一つである「復興・防災対策」について、被災地の

要望等を踏まえ、以下の４つの観点に基づき、復興特別会計に所要額を計

上。 
 
①  避難指示が出された１２市町村における住民帰還の加速や区域の荒廃抑

制のため、国が前面に立ってきめ細かに対応出来る事業の創設 

・福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業 208億円 
 

②  被災地の現状に対応するための新たな措置を緊急的に実施 

・津波による被災地域における住民の定着促進を通じた地域の復興

(1,047億円)及び復旧・復興事業の追加に伴う地方負担分の増額

(167億円)（震災復興特別交付税の増額） 1,214億円  

・福島県における営農再開等に向けた支援 246億円 

・森林における放射性物質対策推進のための緊急調査 1億円  

                                 等 

③  「新たな東北」の創造のための拠点整備 

・福島県環境創造センター（仮称）整備事業 113億円 
 

④  条件の整った事業を前倒して実施 

・震災等緊急雇用対応事業 500億円 

・放射性物質汚染廃棄物の処理加速化事業 104億円 

・社会資本整備総合交付金（復興）による道路整備等 60億円 

                                 等 
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（３） 本補正予算において、一般会計から復興特会への繰入れ（1.4兆円）を含

め、1.6兆円規模の復興予算を手当。 

 

（４） 所要額の計上に当たっては、以下の点も考慮。 

 

①  平成24年度予算の執行状況も踏まえつつ計上。 

 

②   復興予算の使途についての国会での議論等を踏まえ、被災地向け予算

であるかどうかについて個別事業ごとに厳格な精査の上で計上。 

 

 

 

２．平成24年度東日本大震災復興特別会計補正予算 

 

平成24年度補正予算総額（復興特会） ３，１７７億円 

 

（内訳） 

 

（１）まちの復旧・復興  １，９７０億円 

 

○震災復興特別交付税の増額(総務省) １，２１４億円 
津波による被災地域における住民の定着促進を通じた地域の復興（1,047億円）及び復

旧・復興事業の追加に伴う地方負担分の増額（167億円）。 

 

○社会資本整備総合交付金（復興）による道路整備等 ６０億円 
津波により壊滅的な被害を受けた地域等において、復興計画に位置付けられた復興計

画エリア相互を結ぶ道路整備等を支援。 

 

○復興道路・復興支援道路等の整備 ５億円 
被災地の早期復興を図るため、復興道路・復興支援道路等の整備を推進。 

 

○港湾施設の整備 ６億円 
地域経済活動の再生を図るため、被災地における港湾施設の整備を推進。 
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○農業生産基盤の整備 １９億円 
震災被災地の農業・農村の復興再生に向けた農業生産基盤の整備を推進。 

 

 

○山腹崩壊地等の復旧整備等 １１億円 
東日本大震災で発生した山腹崩壊地等の復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生

を支援。 

 

○旧鉱物採掘区域災害復旧事業 １億円 
東日本大震災に起因して多数生じた旧鉱物採掘区域の地盤沈下等の復旧を支援。 

 

○学校施設の耐震化等の推進(文部科学省) ６５３億円 
学校施設の耐震化対策を支援。 

 

○私立高等学校等の復旧支援 １億円 
東日本大震災により被災し、災害復旧事業を行うこととなる私立高等学校等における

教育活動の円滑かつ迅速な復旧を支援。 

 

 

（２）産業の振興・雇用の確保  ５０２億円 

 

○震災等緊急雇用対応事業  ５００億円 
被災者の一時的な雇用の確保、生活の安定を図るため、震災等緊急雇用対応事業につ

いて、緊急雇用創出事業基金を積み増し、事業の実施期限を一年延長。 

  

○東北地域における旅行需要創出事業  ２億円 
東日本大震災で多大な津波被害を受けた東北地域の太平洋沿岸エリア及び福島県にお

いて、旅行需要の喚起を図るため、現状の正確な情報や魅力の発信強化等を推進。 

 

 

（３）原子力災害からの復興・再生  ７０６億円 

 

○住民帰還・再生の加速 

・福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業 ２０８億円 
福島県の被災１２市町村における避難解除区域の住民の帰還を加速するための取

組や直ちに帰還できない区域への将来の帰還に向けた荒廃抑制・保全対策を推進。 
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○放射性物質対策等 

・放射性物質汚染廃棄物の処理加速化事業 １０４億円 
稲わらや牧草等の農林業系汚染廃棄物のうち8,000Bq／kg以下のものについて市町

村等による処理が進まないことから、緊急的に当該廃棄物の処理に要する経費の一

部を助成し、市町村等による処理の加速化を支援。 

 

・森林における放射性物質対策の推進 ２０億円 
森林伐採に伴い発生する枝葉等についての放射性物質に対処した減容化・再利用

の方策の実証と公的主体による適正な森林整備（間伐等）を一体的に進めるととも

に、森林における除染等の実証や拡散防止対策のための緊急調査を推進。 

 

○地域経済の再生 

・福島県における営農再開等に向けた支援 ２４６億円 
避難区域等内の除染後の農地の保全管理、放射性物質の吸収抑制対策のための基

金を設立するとともに、ため池等の農業水利施設からの放射性物質の汚染拡散防止

対策技術の検討・実証や避難区域等における農業基盤の復旧・整備方針の検討を推

進。 

 

・農産物等の風評被害対策 １３億円 
原発事故に伴う福島県産農産物等の風評被害対策のための基金を設立し、ブラン

ド力の回復に向けた情報発信等を支援。 

 

・福島県環境創造センター（仮称）整備事業 １１３億円 
放射性物質の環境中の動態解明、放射性物質汚染廃棄物・土壌等の処理・処分技

術の評価・開発等、さらなる研究開発の推進を通じて、福島において子どもや親た

ちをはじめとする住民が安全に安心して生活する環境を回復するために、福島復興

再生基本方針に基づいて、福島県が設置する「福島県環境創造センター（仮称）」

の整備を支援。 

 

 



津波被災地域の住民の定着促進のための震災復興特別交付税の増額（H24補正：1,047億円）

＜目的＞

○ 津波による被災地域において安定的な生活基盤(住まい)の形成に資する施策を通じて住民の定着を促し、

復興まちづくりを推進する観点から、被災団体が､地域の実情に応じて弾力的かつきめ細かに対応すること

ができるよう、震災復興特別交付税を交付。

＜内容＞

○ 対象住宅

津波により被災した持ち家住宅のうち防災集団移転促進

事業等の対象とならないもの

○ 対象経費：住宅再建支援に要する経費

※ 被災者への具体的な支援内容については、被災団体が地域の
実情に応じて決定

（積算の考え方）

①土地区画整理事業等の対象外の住宅分

：住宅建築に係る利子相当額、宅地の嵩上げ経費（１／２）、

移転経費

②土地区画整理事業等の対象の住宅分

：住宅建築に係る利子相当額、移転経費

【参考：再建パターンと支援策】

Ａ市の行政区域

海

①→②～④の移転：防災集団移転促進事業等による支援あり
（被災土地買上げ､住宅建築・土地購入利子補給､移転経費助成)

②における現地再建、②→③、④の移転：上記支援措置なし

建築基準法に基づく
「災害危険区域」に指定

①
津波により住家の被害が生じた地域
（津波浸水区域）

②

津波の被害が
なかった地域

③
防災集団移転促
進事業でＡ市が
造成する土地
（高台）

④５
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◆拡充の概要
○ 要求額 500億円
○ 事業実施期間の延長 平成24年度末まで → 平成25年度末まで

（注）ただし、平成25年度に開始した事業については、平成26年度末までとする

◆事業概要

○ 都道府県又は市町村による直接雇用又は企業、ＮＰＯ等への委託
による雇用

○ 雇用期間中に、安定的な雇用につなげるため、知識・技術を身に
つけるための研修等を行うことが可能

◆実施地域及び対象者

○ 被災地域（青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉
県の災害救助法適用地域）において被災求職者を対象に実施

◆実施要件
○事業費に占める新規に雇用された失業者の人件費割合は1/2以上
○雇用期間は１年以内（複数回更新可）

○東日本大震災に伴い、住居や仕事を失った被災者が各地に避難してい
ることから、平成２３年度より震災等緊急雇用対応事業を実施していると
ころであるが、沿岸部の雇用者数が震災前の水準まで回復していないな
ど、雇用の復興には引き続き時間を要すると考えられる。

○このため、震災等緊急雇用対応事業の基金を積み増すとともに、実施
期間を延長し、被災された方々の一時的な雇用の場の確保、生活の安
定を図るための事業を実施する。

震災等緊急雇用対応事業の積み増し（基金の1年延長）

事業概要

趣 旨

【対象期間】
平成２５年度末まで

【事業の規模】
３，０００億円

２3年度１次補正 ５００億円
２3年度３次補正 ２，０００億円
24年度補正要求額 ５００億円

雇用機会の創出

求人・求職の
マッチング

ハロー
ワーク

厚生労働省

都道府県基金

市町村

民間企業等

事業計画 交付金の交付

補助

事業を民間委託

事業を民間委託

事業を直接実施

求職者

雇用 雇用 雇用

平成24年度補正要求額：500億円

事業を直接実施
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